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は
じ
め
に

　

3
月
は
年
度
末
改
編
・
新
編
で
既
存
の
部
隊
が
廃
止
さ
れ
た
り
、
新

し
い
部
隊
が
誕
生
す
る
時
期
で
あ
り
、
新
た
な
出
発
の
時
期
で
も
あ
る
。

陸
上
自
衛
隊
に
お
い
て
も
陸
上
総
隊
司
令
官
や
方
面
総
監
な
ど
、
各
級

指
揮
官
・
幕
僚
等
多
く
の
自
衛
官
が
退
官
し
第
2
の
人
生
を
歩
む
こ
と

と
な
っ
た
。
長
い
間
の
実
直
、
真
摯
な
勤
務
に
対
し
心
よ
り
敬
意
と
慰

労
の
意
を
表
し
た
い
。

　

3
月
の
自
衛
隊
の
新
編
及
び
人
事
で
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
3
月
24

日
付
で
「
統
合
作
戦
司
令
部
」
が
創
設
さ
れ
、
初
代
の
統
合
作
戦
司
令

官
に
南
雲
憲
一
郎
空
将
が
就
任
し
た
こ
と
だ
。

　

今
号
は
こ
の
統
合
作
戦
司
令
部
創
設
に
つ
い
て
思
う
と
こ
ろ
を
記
し

た
い
。

統
合
作
戦
司
令
部
と
は
何
か

　

防
衛
省
の
既
存
の
4
つ
の
幕
僚
監
部
（
統
幕
、
陸
幕
、
海
幕
、
空
幕
）

と
は
異
な
り
、
陸
・
海
・
空
自
衛
隊
を
一
元
的
に
指
揮
監
督
す
る
た
め
、

陸
自
、
海
自
、
空
自
の
共
同
部
隊
と
し
て
自
衛
隊
内
に
新
た
に
設
置
さ

れ
た
部
隊
で
あ
る
。
陸
海
空
の
各
幕
僚
長
と
同
等
の
将
（
大
将
）
の
階

級
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
統
合
作
戦
司
令
官
は
、
防

衛
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
統
合
作
戦
司
令
部
の
隊
務
を
統
括
し
、
自

衛
隊
の
行
動
・
国
賓
等
の
輸
送
・
そ
の
他
の
自
衛
隊
の
運
用
に
関
し
、

統
合
運
用
に
よ
る
円
滑
な
任
務
遂
行
を
図
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

防
衛
大
臣
の
命
令
に
よ
り
、
自
衛
隊
の
部
隊
の
全
部
又
は
一
部
を
指
揮

す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
統
合
作
戦
司
令
部
の
役

割
は
平
素
か
ら
全
国
の
陸
・
海
・
空
自
の
部
隊
を
一
元
的
に
指
揮
し
、

ま
た
陸
・
海
・
空
・
宇
宙
・
サ
イ
バ
ー
・
電
磁
波
な
ど
の
領
域
に
お
け

る
統
合
作
戦
に
専
念
す
る
組
織
で
あ
り
、
大
き
な
意
義
が
あ
り
歓
迎
し

た
い
。

統
合
作
戦
司
令
部
の
創
設
に
至
る
経
緯

　

制
服
組
特
に
海
・
空
自
の
間
で
は
、
常
設
の
統
合
作
戦
司
令
部
の
構

想
は
何
度
も
浮
上
し
シ
ャ
ボ
ン
玉
の
よ
う
に
消
え
て
い
っ
た
歴
史
が
あ

る
。
既
存
の
ポ
ス
ト
廃
止
や
権
限
移
譲
、
財
源
と
な
る
人
材
な
ど
を
必

要
と
し
、
海
・
空
自
重
視
の
防
衛
力
整
備
の
中
、
筆
者
も
含
め
陸
自
は

も
ち
ろ
ん
、
政
府
、
内
局
に
も
反
対
の
意
見
が
多
く
、
必
要
性
は
認
め

る
も
の
の
優
先
事
項
と
し
て
は
時
期
尚
早
と
し
て
実
現
に
は
至
ら
な

か
っ
た
。

　

陸
自
と
し
て
は
、
2
0
0
6
年
に
身
を
切
る
思
い
で
統
合
幕
僚
監
部

に
指
揮
権
限
を
委
譲
し
て
お
り
、
更
に
2
0
1
8
年
、
方
面
総
監
を
指

揮
で
き
る
陸
上
総
隊
を
創
設
し
て
、
統
合
運
用
に
資
す
る
体
制
に
協
力

し
て
き
た
。
東
日
本
大
震
災
の
災
害
対
処
と
原
発
事
故
対
処
の
複
合
事

態
に
お
い
て
、
当
時
の
折
木
統
合
幕
僚
長
が
総
理
や
防
衛
大
臣
の
補
佐

に
忙
殺
さ
れ
、
自
衛
隊
の
部
隊
の
指
揮
に
専
念
で
き
ず
、
指
揮
官
と
幕

僚
の
役
割
を
分
担
す
る
必
要
が
あ
る
と
深
刻
に
認
識
し
た
2
0
2
2
年

当
時
の
山
崎
統
幕
長
が
中
心
と
な
り
陸
・
海
・
空
幕
僚
長
、
島
田
防
衛

事
務
次
官
と
の
間
で
「
常
設
統
合
司
令
部
」
を
作
る
べ
き
と
合
意
し
、

そ
の
考
え
が
国
家
防
衛
戦
略
に
も
反
映
さ
れ
、
こ
の
統
合
司
令
部
の
常

設
が
明
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
侵
攻

が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
ま
た
台
湾
有
事
が
2
0
2
7
年
ま
で
に

起
き
る
可
能
性
に
つ
い
て
米
軍
の
高
官
な
ど
が
言
及
し
て
い
た
こ
と

統
合
作
戦
司
令
部
の
創
設
に
思
う理

事
長　
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も
、
常
設
の
統
合
司
令
部
の
創
設
の
必
要
性
を
後
押
し
し
た
。
そ
の
後

統
幕
と
は
別
の
常
設
の
「
統
合
司
令
部
」
を
創
設
し
各
幕
僚
長
と
同
格

の
「
統
合
司
令
官
」
ポ
ス
ト
を
創
設
し
て
部
隊
運
用
に
専
念
さ
せ
、
統

幕
長
は
大
臣
の
補
佐
に
専
念
さ
せ
る
考
え
が
各
幕
僚
監
部
で
ま
と
ま

り
、
内
局
、
政
府
を
含
む
関
係
者
の
協
力
で
具
体
化
し
て
い
っ
た
も
の

で
あ
る
。

　

我
が
国
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
が
急
速
に
厳
し
さ
を
増
す
中
、

2
0
2
2
年
12
月
に
策
定
さ
れ
た
戦
略
3
文
書
に
は
、
防
衛
力
の
抜
本

的
強
化
と
反
撃
能
力
の
構
築
が
う
た
わ
れ
、
ス
タ
ン
ド
オ
フ
防
衛
能
力
、

統
合
ミ
サ
イ
ル
防
衛
能
力
、
領
域
横
断
作
戦
能
力
な
ど
を
向
上
さ
せ
る

こ
と
が
明
記
さ
れ
た
が
、
同
時
に
、
将
来
「
常
設
の
統
合
司
令
部
」
を

新
設
す
る
と
の
方
針
も
明
記
さ
れ
た
。
統
合
作
戦
司
令
官
が
指
揮
で
き

る
の
は
、
①
平
時
の
警
戒
監
視
、
②
災
害
派
遣
、
③
弾
道
ミ
サ
イ
ル
へ

の
対
処
、
④
在
外
邦
人
等
の
保
護
措
置
、
⑤
有
事
の
際
の
防
衛
出
動
な

ど
広
範
囲
に
及
ぶ
が
、
大
臣
な
ど
の
補
佐
に
当
た
る
統
幕
長
と
の
役
割

を
分
担
す
る
こ
と
で
指
揮
統
制
の
更
な
る
向
上
が
期
待
で
き
る
。

統
合
作
戦
司
令
部
創
設
の
意
義
と
は

1　

従
来
、
統
合
作
戦
を
行
う
場
合
に
は
、
統
幕
が
必
要
に
応
じ
て
統

合
任
務
部
隊
を
臨
時
に
組
織
し
て
対
応
し
て
い
た
が
、
有
事
や
大
災
害

な
ど
に
お
い
て
、
複
合
事
態
が
同
時
発
生
し
た
際
の
即
応
性
に
課
題
が

あ
っ
た
。
こ
の
た
め
平
時
か
ら
全
体
を
把
握
し
、
シ
ー
ム
レ
ス
に
有
事

対
応
へ
移
行
す
る
体
制
が
整
っ
た
こ
と
は
大
き
い
。

2　

陸
・
海
・
空
自
に
対
す
る
統
合
作
戦
の
指
揮
な
ど
に
つ
い
て
平
素

か
ら
統
合
作
戦
司
令
部
で
一
本
化
す
る
こ
と
が
で
き
、
更
に
平
素
か
ら

領
域
横
断
作
戦
能
力
な
ど
を
錬
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
統
合
作
戦

の
実
効
性
が
向
上
し
、
迅
速
な
事
態
対
応
や
意
思
決
定
を
行
う
こ
と
が

常
続
的
に
可
能
と
な
る
。

3　

米
軍
や
同
志
国
等
と
の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
と
の
関
係
が
整
理
で

き
る
こ
と
で
あ
る
。
統
幕
長
は
同
盟
国
で
あ
る
米
国
と
の
間
に
お
い
て

中
長
期
的
な
軍
事
戦
略
を
担
当
す
る
統
合
参
謀
本
部
議
長
（
ワ
シ
ン
ト

ン
）
と
自
衛
隊
と
の
共
同
作
戦
を
担
当
す
る
イ
ン
ド
太
平
洋
軍
司
令
官

（
ハ
ワ
イ
）
の
両
者
を
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
と
し
て
き
た
が
、
統
合
作
戦

司
令
官
の
新
設
に
よ
り
、
作
戦
に
関
わ
る
米
軍
と
の
調
整
（
現
在
イ
ン

ド
太
平
洋
軍
司
令
官
に
な
る
か
新
た
に
「
在
日
米
統
合
軍
司
令
官
（
仮

称
）」に
な
る
か
検
討
中
と
の
こ
と
）が
緊
密
に
行
な
え
る
よ
う
に
な
る
。

統
合
作
戦
司
令
部
創
設
後
も
残
る
課
題

　

統
合
作
戦
司
令
部
の
創
設
の
意
義
は
大
き
い
も
の
が
あ
る
が
、
解
決

す
べ
き
課
題
も
あ
る
。

　

一
つ
目
は
、
法
制
上
の
課
題
で
あ
る
。
平
時
の
警
戒
監
視
や
災
害
派

遣
、
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
事
態
か
ら
有
事
ま
で
シ
ー
ム
レ
ス
に
対
応
す
る
と

い
っ
て
い
る
が
、
現
行
の
自
衛
隊
法
で
は
平
素
に
お
け
る
武
器
使
用
権

限
が
ほ
と
ん
ど
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
実
施
し
て
き
た
「
警

戒
監
視
」
は
防
衛
諸
活
動
す
べ
て
の
基
点
と
な
る
活
動
だ
が
、
そ
の
う

ち
対
領
空
侵
犯
措
置
任
務
に
基
づ
く
対
空
警
戒
監
視
以
外
の
活
動
は
防

衛
省
設
置
法
第
4
条
の
「
調
査
・
研
究
」
を
根
拠
に
し
て
お
り
、
自
己

等
の
防
護
を
含
む
明
確
な
権
限
規
定
が
な
い
。
こ
れ
で
は
迅
速
・
的
確

な
対
処
に
実
効
性
を
伴
わ
な
い
リ
ス
ク
が
あ
る
。
ま
た
、
グ
レ
ー
ゾ
ー

ン
事
態
に
お
け
る
武
器
の
使
用
権
限
は
出
動
し
た
自
衛
官
に
付
与
さ
れ

る
も
の
で
部
隊
に
対
し
て
で
は
な
い
。
部
隊
行
動
を
主
体
と
す
る
自
衛

隊
に
と
っ
て
違
和
感
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
現
状
の
法
制
で
は
事
態
認
定

に
よ
り
初
め
て
各
事
態
に
応
じ
た
武
器
使
用
権
限
が
付
与
さ
れ
る
た

め
、
事
態
認
定
の
適
時
性
や
現
場
で
の
タ
イ
ム
リ
ー
な
対
応
に
限
界
が

あ
り
、
部
隊
・
隊
員
が
一
方
的
に
被
害
を
被
る
恐
れ
が
あ
る
。
今
後
は
、

平
時
に
お
け
る
限
定
的
な
自
衛
権
の
行
使
を
前
提
と
し
て
、
相
手
の
行
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動
に
よ
っ
て
は
不
測
の
事
態
に
発
展
す
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
最
低
限

の
実
力
行
使
を
可
能
に
す
る
態
勢
を
法
整
備
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、

相
手
の
敵
対
行
為
や
侵
害
の
程
度
に
応
じ
て
自
衛
隊
が
と
り
う
る
対
処

の
限
度
を
示
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
方
式
の
交
戦
規
定
（
R
O
E
）

を
整
備
し
て
お
き
、
政
府
、
防
衛
省
、
統
合
作
戦
司
令
部
が
一
体
と
な
っ

て
こ
の
R
O
E
を
活
用
し
て
事
態
に
的
確
に
対
応
し
て
い
く
体
制
こ
そ

が
上
善
の
シ
ー
ム
レ
ス
な
対
応
と
い
え
る
。
よ
う
や
く
自
衛
隊
を
一
元

的
に
指
揮
で
き
る
部
隊
を
創
設
し
た
こ
と
で
あ
り
、
自
衛
隊
法
を
改
正

し
て
、
国
際
法
に
則
り
行
動
で
き
る
法
律
的
な
権
限
を
「
統
合
作
戦
司

令
官
」
に
付
与
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
早
急
に
法
律
の
整
備
に
着
手

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

二
つ
目
は
、
統
合
作
戦
司
令
部
を
2
4
0
名
体
制
で
創
設
し
指
揮
機

関
と
し
て
の
統
合
作
戦
能
力
を
高
め
る
こ
と
は
歓
迎
す
る
が
、
指
揮
を

受
け
る
側
の
自
衛
隊
、
特
に
陸
上
自
衛
隊
に
と
っ
て
は
多
く
の
人
材
を

同
司
令
部
へ
供
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
令
和
4
年
の
防
衛
力
整
備
計

画
で
は
陸
自
の
定
員
を
2
0
0
0
名
減
少
さ
せ
、
共
同
部
隊
の
自
衛
隊

海
上
輸
送
群
等
に
付
け
替
え
、
陸
自
の
定
員
は
14
・
9
万
人
と
な
っ
た
。

こ
の
た
め
第
一
線
の
師
・
旅
団
か
ら
約
2
個
普
通
科
連
隊
に
相
当
す
る

人
員
が
削
ら
れ
、
作
戦
基
本
部
隊
等
の
定
員
や
実
員
の
充
足
が
著
し
く

下
が
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
令
和
6
年
度
末
に
陸
自
に
お
い
て
第
8

地
対
艦
ミ
サ
イ
ル
連
隊
等
の
部
隊
が
編
成
さ
れ
た
こ
と
は
抑
止
力
向
上

の
観
点
か
ら
歓
迎
す
る
が
、
陸
・
海
・
空
自
の
定
員
を
固
定
し
た
中
で

の
ス
ク
ラ
ッ
プ
ア
ン
ド
ビ
ル
ド
方
式
に
よ
っ
て
部
隊
の
新
・
改
編
を
行

わ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
陸
自
は
現
在
の
師
・
旅
団
な
ど

の
作
戦
基
本
部
隊
を
改
編
し
、
ド
ロ
ー
ン
な
ど
の
無
人
ア
セ
ッ
ト
の
導

入
に
よ
り
火
力
を
補
完
し
つ
つ
人
的
戦
闘
力
を
努
め
て
抑
制
し
な
が

ら
、
領
域
作
戦
能
力
の
向
上
に
努
め
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
既
存
部
隊

の
実
員
、
中
・
近
距
離
の
直
射
及
び
曲
射
火
力
、
機
動
打
撃
力
が
著
し

く
不
足
し
て
い
る
。
ま
た
、
陸
自
の
第
一
線
部
隊
は
骨
粗
し
ょ
う
症
状

態
に
あ
る
こ
と
を
政
府
や
防
衛
省
首
脳
、
国
民
も
深
刻
に
認
識
し
て
ほ

し
い
。
統
合
作
戦
司
令
部
が
い
か
に
適
時
的
確
な
命
令
を
下
そ
う
と
も
、

そ
れ
を
受
け
る
第
一
線
の
部
隊
の
戦
闘
力
が
整
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
任

務
遂
行
は
不
可
能
で
あ
る
。
現
在
の
陸
自
の
師
・
旅
団
の
現
状
を
見
て

背
筋
が
寒
く
な
る
思
い
を
す
る
の
は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
政
府
、

防
衛
省
に
は
、
陸
・
海
・
空
自
の
定
員
・
実
員
の
増
強
を
図
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
を
切
に
願
っ
て
い
る
。

最
後
に
一
言

　

今
回
、統
合
司
令
部
の
名
称
に
「
作
戦
」
を
付
し
「
統
合
作
戦
司
令
部
」

と
し
た
こ
と
は
、
別
の
観
点
か
ら
た
い
へ
ん
意
義
深
い
。
従
来
、
自
衛

隊
は
憲
法
上
軍
隊
で
は
な
い
と
さ
れ
、
軍
と
称
し
た
り
軍
事
用
語
を
公

式
用
語
で
使
用
す
る
こ
と
を
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
今
回

「
運
用
」
と
い
う
用
語
を
使
用
せ
ず
「
作
戦
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し

た
法
律
が
成
立
し
た
。
野
党
か
ら
も
マ
ス
コ
ミ
か
ら
も
ほ
と
ん
ど
批
判

的
な
意
見
は
な
か
っ
た
。
憲
法
の
解
釈
に
関
わ
ら
ず
多
く
の
国
民
が「
自

衛
隊
」
は
「
軍
」
と
認
識
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
今
後
は
、

例
え
ば
幹
部
自
衛
官
の
階
級
呼
称
を
「
大
将
」、「
大
佐
」、「
大
尉
」
な

ど
旧
軍
や
外
国
軍
人
と
同
様
な
階
級
呼
称
と
す
る
こ
と
や
自
衛
隊
の

英
語
表
記
を
「Japan Self D

efense Force

」
で
は
な
く
「Japan 

N
ational D

efense Force

」
と
す
る
な
ど
、
世
界
共
通
の
適
切
な
軍

事
用
語
の
使
用
を
む
し
ろ
積
極
的
に
進
め
て
行
っ
て
は
如
何
か
。
こ
れ

は
一
見
さ
さ
い
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
国
民
か
ら
の
自
衛
隊
・
自

衛
官
へ
の
敬
意
の
念
、
自
衛
官
自
身
の
誇
り
、
名
誉
の
付
与
に
も
連
な

り
、
憲
法
改
正
の
機
運
拡
大
に
も
通
じ
る
と
思
料
す
る
。




